


























































長崎大学環境・施設マネジメント委員会規則

平成１８年１０月２７日
規則第４２号

（趣旨）
第１条 この規則は、国立大学法人長崎大学基本規則（平成１６年規則第１号）第２９条第２項の規定に基づき、
長崎大学（以下「本学」という。）における環境・施設マネジメントに関する重要な事項を審議するため、本
学に設置する長崎大学環境・施設マネジメント委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営等に関し必要
な事項を定めるものとする。
（審議事項）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
� 環境マネジメントシステムの推進に関する事項
� 環境に関する教育・訓練に関する事項
� 環境コミュニケーションに関する事項
� 環境報告書に関する事項
� エネルギーの使用の合理化に関する事項
� 施設の整備計画に関する事項
� 施設の維持管理・修繕計画に関する事項
	 施設の点検・評価に関する事項

 施設の有効活用に関する事項
� 施設の共用スペース確保に関する事項
� その他環境・施設マネジメントに関する事項
（組織）
第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
� 学長が指名する理事又は副学長
� 産学官連携戦略本部長、学部長（工学部長を除く。）、工学研究科長、水産・環境科学総合研究科長、医歯

薬学総合研究科長、国際健康開発研究科長、熱帯医学研究所長、病院長及び附属図書館長
� 附属学校運営協議会から選出された者 １人
� 保健・医療推進センター及び学内共同教育研究施設の代表者 １人
� 総務部長、研究国際部長、財務部長、学生支援部長、施設部長及び学術情報部長
� その他学長が必要と認めた者
２ 委員は、学長が任命する。
（任期）
第４条 前条第１項第６号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長を置き、第３条第１項第１号の委員をもって充てる。
２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
３ 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
４ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
（会議）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（意見の聴取）
第７条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
（関係職員の出席）
第８条 委員長は、必要に応じ、委員会に関係職員を出席させることができる。
（専門部会）
第９条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について専門的に調査・検討させるため、専門部会を置くことが
できる。
２ 専門部会の任務、組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
（事務）
第１０条 委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
（補則）
第１１条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
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長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程

平成２２年７月２７日
規程第４１号

改正 平成２３年３月２８日規程第１２号
平成２３年６月１日規程第３０号
平成２４年３月２９日規程第１６号

長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程（平成１９年規程第５７号）の全部を改正する。
（目的）
第１条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号。以下「法」という。）
に基づき、国立大学法人長崎大学（以下「本学」という。）におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な
事項を定め、もって適切なエネルギーの使用の合理化に資することを目的とする。
（用語の定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
� エネルギー 法で定義するもので、本学において使用される燃料並びに熱及び電気をいう。
� 職員、学生等 本学の役員、職員、学生及び本学において業務を行うことが認められている者をいう。
� 部局等 事務局（監査室、国際連携研究戦略本部、産学官連携戦略本部、広報戦略本部、男女共同参画推

進センター、国際交流会館、観月荘及び臨海研修所を含む。）、教育学部（教育学研究科及び附属学校を含
む。）、経済学部（経済学研究科を含む。）、医学部、歯学部、薬学部、環境科学部、水産学部、工学研究科
（工学部を含む。）、水産・環境科学総合研究科（附属環東シナ海環境資源研究センターを含む。）、医歯薬
学総合研究科、国際健康開発研究科、熱帯医学研究所、病院、附属図書館、保健・医療推進センター、各
学内共同教育研究施設及び島原共同研修センターをいう。

（エネルギー管理組織）
第３条 本学におけるエネルギー管理組織は、別図のとおりとする。
（学長の責務）
第４条 学長は、本学におけるエネルギーの使用の合理化の最高責任者として、法令等及びこの規程の定める
ところに従い、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置を講ずるものとする。
（エネルギー管理統括者）
第５条 本学に、法の定めるところにより、エネルギー管理統括者を置く。
２ エネルギー管理統括者は、長崎大学環境・施設マネジメント委員会委員長をもって充てる。
３ エネルギー管理統括者は、次の業務を統括する。
� 経営的視点に立ったエネルギーの使用の合理化の推進に関すること。
� エネルギーの使用の合理化の目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
� エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
� その他法に定める職務に関すること。
（エネルギー管理企画推進者）
第６条 本学に、法の定めるところにより、エネルギー管理企画推進者を置く。
２ エネルギー管理企画推進者は、施設部長又は施設管理課長のうちエネルギー管理統括者が指名する者を

もって充てる。
３ エネルギー管理企画推進者は、法に定める資格を有する者でなければならない。
４ エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の行う職務を補佐する。
（エネルギー管理員）
第７条 法の定めるところにより第１種エネルギー管理指定工場等又は第２種エネルギー管理指定工場等とし
て指定された団地（以下「指定団地」という。）に、それぞれエネルギー管理員を置く。
２ エネルギー管理員は、法に定める資格を有する者のうちから、エネルギー管理統括者の推薦に基づき、学

長が任命する。
３ エネルギー管理員は、指定団地のエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、

エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他法令等で定める業務を管理する。
（省エネルギー推進責任者）
第８条 部局等に、省エネルギー推進責任者を置き、当該部局等の長をもって充てる。
２ 省エネルギー推進責任者の職務は、次のとおりとする。
� 部局等内の省エネルギー推進に係る組織の整備、目標の設定、実施計画の作成及びその運用に関すること。
� 省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。
� 部局等内の設備に係るエネルギー消費の適正な管理、省エネルギー推進の啓発、省エネパトロールの実施
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等の省エネルギー推進のための措置に関すること。
� その他部局等内の省エネルギーに関すること。
（省エネルギー推進員）
第９条 部局等に、省エネルギー推進員を置き、当該部局等の職員のうちから省エネルギー推進責任者が指名
する者をもって充てるものとする。
２ 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進活動を充分に行える範囲（学科、講座、分野等をいう。）ごと

に置き、その数は、省エネルギー推進責任者が定める。
３ 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進責任者の指示を受け、省エネルギー推進責任者の職務を補佐す

るものとする。
（エネルギーの使用の合理化に関する審議）
第１０条 本学におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項については、長崎大学環境・施設マネジメント
委員会において審議するものとする。
（職員、学生等の遵守事項）
第１１条 職員、学生等は、省エネルギー推進責任者の指示に従い、エネルギーの使用の合理化に努めなければ
ならない。
（エネルギー管理標準）
第１２条 エネルギー管理統括者は、法に基づくエネルギーの使用の合理化を行うため、エネルギー管理標準を
定めるものとする。
（補則）
第１３条 この規程に定めるもののほか、本学におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は、別に定
めることができる。
附 則
この規程は、平成２２年７月２７日から施行する。

附 則（平成２３年３月２８日規程第１２号）抄
１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。
附 則（平成２３年６月１日規程第３０号）抄
１ この規程は、平成２３年６月１日から施行する。
附 則（平成２４年３月２９日規程第１６号）抄
１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。
別図（第３条関係）
長崎大学エネルギー管理組織

備考
１ 推進責任者とは、第８条に規定する省エネルギー推進責任者のことをいう。
２ 部局等に、推進責任者のほか、第９条に規定する省エネルギー推進員を置く。
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１９９７年１０月 長崎大学環境科学部は国立大学において
最初の文理融合学部として発足

２００２年４月 大学院環境科学研究科発足

２００３年３月 環境科学部 ISO１４００１認証取得

２００４年３月 環境保全センターが中心となって、学内
共同利用６施設がISO１４００１を認証を取得

２００４年４月 大学院環境科学研究科を大学院生産科学
研究科（博士前期・後期課程）へ移行

２００４年１２月 地域共同研究センター、機器分析セン
ター、環境保全センターの機能を統合し、
「共同研究交流センター」を新設

２００５年４月 学長を中心として、環境配慮促進法の理
解を進め、長崎大学としての対応を、継
続して協議する。

２００５年７月 全学での環境配慮促進法に対する共通認
識と全構成員の協力を得るため、連絡調
整会議の場において、説明を行う。

２００５年１０月 計画・評価本部会議において、長崎大学
の環境マネジメントシステムについて協
議し、計画・評価本部内に、「環境専門
部」を設置し、体制の整備を進めること
を決定する。

２００５年１１月 第２３回教育研究評議会において、計画・
評価本部規則の一部改正（「環境専門部」
の設置）について審議し、了承される。

２００５年１１月 長崎大学計画・評価本部規則の一部を改
正する規則（平成１７年１１月２５日規則第４３
号）の制定

２００５年１２月 計画・評価本部環境専門部が発足し、第
１回計画・評価本部環境専門部会議を開
催する。（議題：長崎大学年度計画・環
境配慮の方針、環境マネジメントシステ
ムについて）

２００６年２月 第２回計画・評価本部環境専門部会議を
開催し、環境配慮の方針・環境マネジメ
ントシステム推進のための組織体制等に
ついて協議する。

２００６年３月 計画・評価本部会議において、長崎大学
環境配慮の方針（案）を審議し了承される。

第２７回教育研究評議会において、長崎大
学環境配慮の方針（案）を審議し了承さ
れる。

環境配慮の方針の制定 （３月２３日）

環境配慮の方針の公表 （３月２８日）

２００６年６月 平成１８年度第１回計画・評価本部環境専
門部会において、長崎大学環境委員会に
ついて協議される。

２００６年９月 連絡調整会議及び第３５回教育研究評議会
において環境報告書原案が報告される。

２００６年９月 環境報告書２００５Webによる公表

２００６年１０月 第３６回教育研究評議会において長崎大学
環境委員会について審議、了承される。

２００７年１月 計画・評価本部環境専門部において平成
１９年度計画（環境関係）について協議さ
れ了承される。

２００７年３月 第１回環境委員会を開催する。（議題：
環境配慮促進法への対応の経過と今後の
予定、環境報告書作成に係るデータ収集
について）

２００７年４月 ２００４年３月に取得した ISO１４００１を学内
共同利用４施設が更新した。

２００７年５月 第２回環境委員会開催
議題１：環境配慮に係る平成１８年度実績

について
議題２：環境配慮に係る平成１９年度計画

について

２００７年９月 第３回環境委員会開催
議題：２００６年度環境報告書について

２００７年９月 環境報告書２００６公表

２００７年１０月 第２２回経営協議会において環境報告書
２００６について報告される。

２００７年１０月 第４回環境委員会開催
議題１：２００６年度環境報告書について
議題２：長崎大学エネルギーの使用の合

理化に関する規程の制定につい
て

議題３：長崎大学環境委員会規則の一部
改正について

２００７年１１月 第８６回役員会において「長崎大学エネル
ギーの使用の合理化に関する規程の制
定」及び「長崎大学環境委員会規則の一
部改正」について審議し、了承される。

２００７年１１月 第４０回連絡調整会議において「長崎大学
エネルギーの使用の合理化に関する規程
の制定」及び「長崎大学環境委員会規則
の一部改正」について報告される。

２００８年４月 第５回環境委員会開催
議題１：平成１９年度環境配慮に係る実績

について
議題２：平成２０年度環境配慮の計画につ

いて
議題３：地球温暖化対策に関する計画の

策定について

２００８年６月 第６回環境委員会開催
議題１：平成１９年度環境配慮に係る実績

について
議題２：長崎大学地球温暖化対策に関す

る実施計画について
議題３：環境対策等啓発キャンペーンポ

スター募集について
報告１：ノーマイカーデー運動への協力

について

２００８年７月 役員懇談会において長崎大学地球温暖化
対策に関する実施計画について審議され
る。

２００８年９月 第４８回連絡調整会議において環境報告書
２００７について審議され、長崎大学地球温
暖化対策に関する実施計画について報告
される。

２００８年９月 第７回環境委員会開催
議題１：２００７年度環境報告書について

２００８年９月 環境報告書２００７公表
２００８年１０月 第２９回経営協議会において環境報告書

２００７について報告される。
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２００９年１月 環境対策等啓発キャンペーンポスター
「エコポスター２００８」の表彰式を挙行

２００９年７月 第８回環境委員会開催
議題１：平成２０年度環境配慮に係る実績

について
議題２：平成２１年度環境配慮の計画につ

いて
議題３：地球温暖化対策に関する計画に

ついて
報告１：ノーマイカーデー運動への協力

及び「クールアース・デー」に
向けた取組等について

２００９年９月 環境報告書２００８公表

２００９年１１月 第９回環境委員会開催
議題１：長崎大学環境アクションプラン

（仮称）の制定について
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する規程改正
について

議題３：長崎大学冷暖房細則（仮称）の
制定について

報告１：平成２１年度上半期エネルギー消
費動向について

２０１０年２月 長崎大学環境マネージメントセミナー開催

２０１０年７月 平成２２年度第１回環境委員会開催
議題１：平成２１年度環境報告書の作成に

ついて
議題２：平成２２年度環境報告書の作成の

ための資料について
議題３：長崎大学施設マネジメント専門

部会及び長崎大学環境委員会を
整理統合し、新たに「長崎大学
環境・施設マネジメント委員
会」を設置することについて

議題４：長崎大学におけるエネルギーの
使用の合理化に関する規程改正
について

報告１：ノーマイカーデー運動への協力
について

２０１０年９月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：委員会における３つの専門部会

について
議題２：共用校舎の取り扱い及びオープ

ンラボの使用願いについて
議題３：省エネ法改正に伴うエネルギー

管理体制について
議題４：環境報告書について

２０１０年９月 環境報告書２００９公表

２０１０年１０月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学環境・施設マネジメン

ト委員会専門部会規程について
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する運用要領
について

議題３：中長期計画について
報告１：「ながさきエコライフフェス

タ」への協力依頼について

２０１０年１１月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく中長期計画に

ついて
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する運用要領
（案）について

報告１：「平成２２年度県下一斉ノーマイ
カーデー運動」への協力依頼に
ついて

２０１１年２月 第４回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学環境報告書編集会議に

関する申合せ（案）及び環境報
告書編集員の選任について

２０１１年３月 第５回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２３年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：施設整備年次計画について
議題３：環境対策について
報告１：キャンパスマスタープランWG

の検討経過について
報告２：環境報告書編集委員について
報告３：省エネ推進員、省エネ推進員連

絡会構成委員について

２０１１年３月 長崎大学環境マネジメントセミナー開催

２０１１年７月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく定期報告書及

び中長期計画書について
報告１：省エネの協力依頼について

２０１１年９月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学における施設等の有効

活用に関する規則の改正につい
て

議題２：（旧）共同研究交流センター西側
の通用門設置について

議題３：環境報告書について
報告１：省エネパトロール結果と待機電

力の速報値について

２０１１年９月 環境報告書２０１０公表

２０１２年３月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２４年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：平成２３年度環境報告書に係る環
境配慮の計画の策定について

議題３：省エネルギー中長期計画につい
て

２０１２年６月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：環境配慮の計画について
報告１：今夏の節電対策について

２０１２年７月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく定期報告書及

び中長期計画書について

２０１２年９月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：環境報告書について
議題２：文教キャンパス（文教町２団

地）会議室の効率的な運用に向
けて

報告１：今夏の節電対策について（結果
報告）

２０１２年９月 環境報告書２０１１公表

２０１３年３月 第４回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２５年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：長崎大学地球温暖化対策に関す
る実施計画について
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環境教育活動

全体フロー及び各モジュールの仕様

あらゆる専門分野から環境問題への教育研究を
進め、環境配慮に貢献できる人材を育成する。

◆文部科学省「キャンパス・アジア」中核拠点支援「日

中韓の大学間連携による水環境技術者育成事業」推進

の一環とした、日本の先端膜技術である精密濾過膜と

逆浸透膜を応用した先端水処理ミニプラントの設置

当設備は水環境浄化技術の教育と研究を実践するた

めの先端水処理設備として、大学構内に設置したミニ

プラントである。生協食堂排水という実際の排水を原

水として、第一段目では活性汚泥法生物処理と精密濾

過中空糸膜法固液分離処理による排水浄化（浸漬型メ

ンブレンバイオリアクター，s-MBR）をおこない、

第二段目ではこの処理された排水を逆浸透膜により飲

用可能なレベルまで造水化するハイブリッドの先端水

処理設備である。MBRプロセスでは日量６m３の排水

が処理できるものであり、排水浄化の実証処理設備と

しては国内の大学では貴重なものである。

当設備は学生の教育用（授業科目：「実践型環境特

別演習Ａ」）としての活用は言うに及ばず、膜分離技

術と生物処理技術による先端水処理技術の研修設備と

しての意義も極めて高い。さらに、将来の新規技術開

拓に寄与できる研究テーマの推進にも寄与できる設備

であると言える。

◆JFPや教育実践総合センターの教育支援事業によ

る小学校への出前授業の実施

JFP の出前授業として、長崎市立高城台小学校（１１

月１３日：５年生１４７名）で、地球温暖化と私たちの生

活について講義・実験を行った。また、教育学部の教

育支援事業を活用して、長崎市立滑石小学校６年生省

エネ教室（１０月２４日：５３名）と長崎市立稲佐小学校（１０

月３１日：６５名）で省エネ共和国１０周年記念出前授業「豊

かさについて考えよう！」というテーマで地球温暖化

と私たちの生活について考えさせる授業を実施した。

【JFPとは：JERRY FISH PROJECT（未来の科学者

発掘プロジェクト）】

4 環境の保全に関する教育研究活動

設備の各ユニットの外観
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授業風景

学生による模擬監査（長崎県環境部）

長崎大学環境科学部学生環境報告書２０１２

無機系及び有機系廃液処理施設の見学会風景

◆長崎県と共同した環境監査の内部監査員養成研修の

実施

長崎大学環境科学部と長崎県は合同で環境マネジメ

ントシステム（EMS）のための内部監査員養成研修

会を行った。午前中はEMSについて学び、午後は県

庁の各部署を訪問し模擬監査を行った。

・開催日時

平成２４年８月８日�、２７日�
・開催場所

長崎県庁

・参加者

県庁職員５０名、大学生２１名、高校生５名（EMSに

取り組んでいる国見高校）

◆環境科学部学生による環境報告書の作成及び情報発

信の実施

環境科学部のEMSマニュアルに基づき、２年次選

択科目「環境マネジメント論」を受講した学生有志及

び、EMS学生委員会が中心となり、学生版の環境報

告書が作成された。環境科学部に関心のある高校生、

大学生を読者対象としており、既存の大学の報告書と

内容が重ならないよう、学生の視点から、長大祭、環

境祭、サークル、研究会等における学生の環境活動つ

いてまとめられた。なお、この報告書は印刷され、県

内の高校などに配布された。

◆工学部の学生を対象とした実験廃液処理施設の見学

会の実施

工学部応用化学科及び材料工学科の３年生（約１００

名）を対象に、産学官連携戦略本部の無機系及び有機

系廃液処理施設の見学会を行った。本施設は、実験系

廃液の処理を行う県内唯一の施設であり、座学により

得られた知識が実際どのように実用化されているのか

を五感で感じ習得出来たことは、実社会で求められる

排出者責任を実感する上で非常に効果的であった。さ

らには、教育基本法に掲げられている教育目的「環境

保全に寄与する態度を養う」ことにも大きく貢献でき

るものであったと考えられる。又、平成２５年度より、

教養教育全学モジュール「環境マネジメント」の科目

においても施設見学を実施する予定である。
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環境研究活動

グリーン IT プロジェクトの概要

多様な専門分野が連携した環境研究を遂行する。

◆NEDOグリーンネットワーク・システム技術研究

開発（グリーン IT）プロジェクト「データセンター

の電源システムと最適直流化技術の開発」

新エネルギー開発機構NEDOのグリーン IT プロ

ジェクトの一貫として、NTTファシリテーズ、三菱

電機、名古屋大学および産総研と共に産学官の連携

チームを組み、増加の一途にあるデータセンターでの

情報通信用エネルギーの消費を３０％削減するための電

源システムの開発を行い、現在、実証試験を筑波の産

総研にて行っている。

当設備では、長崎大学工学研究科が開発したエネル

ギーマネージメント機能を盛り込んだディジタル制御

によるスイッチング電源を写真のように４台並列構成

で設置し、この新しい高性能ディジタル制御化による

アダプティブマネージメントの成果を検証しており、

現在、良好に－３０％の省エネ目標を達成しつつある。

ここで開発したエネルギーマネージメントのスマー

ト化技術は科学技術基本計画や平成２４年度の科学技術

重要施策アクションプランにも掲げられており、日本

として開発する重要な技術と位置づけている。

この技術は、データセンターだけでなく、一般家庭

のスマートグリッドにも応用でき、今後の展開が期待

されている。

◆すすの排出量が少ないディーゼルエンジンの実現に

向けた「バイオエンジンに関する研究」

近年、エネルギー資料の枯渇問題が挙げられ、その

解決方法として、熱効率が高く二酸化炭素排出量が少

ない内燃機関であるディーゼル機関が注目されている。

西ヨーロッパにおいてはディーゼル車のシェアは５０％

を越えており、アメリカ合衆国においても増加傾向を

続けている。

本研究では再生可能なエネルギー資源としてアル

コールの一種であり食用以外の植物から製造可能なバ

イオブタノールを燃料として用いる研究を行い、すす

排出低減のメカニズムを追究している。図１は、実証

実験に用いたヤンマーディーゼル社製ディーゼルエン

ジンNFD１７０E型を示す。

実証試験のためのモジュール型データセンターの外観

従来型モジュールセンターと新開発の
モジュールの性能比較試験設備

モジュール内のサーバ用に新しく開発した電源ユニットの外観
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図１ ディーゼルエンジン（NFD‐１７０E型）の外観図

図２ すす捕集状況（左：軽油 右：ブタノール混合軽油）

図１ 諫早湾の観測点

図２は、エンジンより排出された排気ガスを排管経

路途中でサンプリングし、すすを吸着させた濾紙の写

真である。左は軽油のみを燃焼させた場合、右はブタ

ノール混合軽油を燃焼させた場合を示しており、ブタ

ノール混合油ではほとんどすすが発生しないことがわ

かる。

通常、エタノールを軽油と混合する際には、分離防

止のための界面活性剤が必要である。しかし、ブタノー

ルは軽油と混ざりやすいため界面活性剤を必要とせず、

扱いやすさの面において有利であり、今後の利用拡大

が期待されている。

◆諫早湾を含む有明海の赤潮に関する研究

近年、諫早湾を含む有明海では夏季に赤潮が頻発す

るとともに、密度成層の発達に伴って底層においても

貧酸素水塊が出現している。これらの現象は、水産業

に甚大な影響を及ぼしているため、諫早湾を含む有明

海では水質動態の把握および水環境へ悪影響を及ぼす

赤潮や貧酸素水塊の発生機構を明らかにすることが喫

緊の課題となっている。このような中、２００７年度より

図１に示す鶴ノ瀬（観測点Ｍ１）から竹崎港口（観測

点Ｍ０）、観測櫓Ｂ４近傍（観測点Ｍ２）および小長

井港地先（観測点Ｋ１）に至る諫早湾北側海域を対象

に、赤潮に関する現地観測を毎年７月下旬～８月下旬

に渡って実施し、赤潮発生と各種水質指標の関連性に

ついて検討している。

例えば、２０１２年度は、図１に示す竹崎島周辺の観測

点Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ５、Ｍ６、Ｋ１の７地

点において、２０１２年７月２４日から８月２８日までの約１

ヶ月間、多項目水質計を用いて、塩分、水温、溶存酸

素濃度（以降、ＤＯと略記）、濁度およびクロロフィ

ルａ（以降、Chl-a と略記）等の鉛直分布を隔日で計

測した。なお、毎回の観測は植物プランクトンの日周

期鉛直移動特性に配慮して９：００～１０：２０の同一時間

帯で実施した。

図２は、長崎県総合水産試験場の赤潮速報（２０１０）

に基づいて作成した有害種による赤潮細胞数の経時変

化と観測点Ｋ１（小長井港地先）で計測したChl-a の

イソプレットである。諫早湾に発生している有害種に

は、内海で発生しやすいHeterosigma akashiwo や、

毒性の強いChattonella antique およびChattonella

marina などのシャットネラ属がある。

図２に示す両図の比較より、有害種であるシャット

ネラ属が発生した時に水表面近傍でChl-a の値が高く

なっていることが確認される。このことは、２００８年か

ら２０１１年までの各年度も同様に確認されている。なお、

２０１２年夏季の観測期間中には有害種赤潮が発生してお

らず、上述したような現象は確認されていない。
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図２ ２０１０年における有害種赤潮の経時変化およびＫ
１のChl-a イソプレット比較

図１ 湖畔での水汲み状況

図２ ホテイアオイが覆いつくした湖岸

図３ キスム市で行われたミニシンポジウムでの発表

◆ケニアのビクトリア湖の水環境問題の解決に向けた、

ミニシンポジウムの現地開催

ビクトリア湖は世界で第２位の規模を誇る淡水湖沼

であり、ナイル川の源流ともなっているが、近年は東

アフリカ諸国の経済発展に伴う水質の悪化が著しい。

中でも、ケニヤが面しているニャンザ湾は水深が平均

４�と極めて浅い内湾であるが、ニャンザ湾奥に位置
するキスム市は下水道の整備もほとんど進んでおらず、

多量の生活排水や工場排水が湾を汚染している。さら

に流域の農地や牧場等の面源からの栄養塩負荷も多く、

ニャンザ湾は水質汚濁が著しい。その結果、ホテイア

オイが湖岸を埋め尽くし漁港が使えない等の被害や、

富栄養化による有毒藍藻の発生が湖水の飲料水源とし

ての安全性の問題を引き起こしている。さらには漁業

資源環境としても湾の汚染の影響は大きいと考えられ

ている。そこで長崎大学アフリカ教育研究拠点の協力

を得て、長崎大の水産学部、工学研究科、保健学科が

連携して提案する新たな研究プロジェクト“Compre-

hensive Research Covering Ecosystem, Aquatic Envi-

ronment and Human Activities in Lake Victoria”に関

するミニシンポジウムをキスム市で開催した。キスム

市にある国立マセノ大学やケニヤ国立海洋水産研究所

の研究者の他に、ケニヤ環境・天然資源省、キスム市

等の行政官、政策立案NGOのメンバーも参加して活

発な討議が行われたが、工学研究科からは、ニャンザ

湾の水環境モニタリングとシミュレーションによる富

栄養化の実態解明とその対策手法、安全な飲料水の確

保のための諸技術、さらに保健と工学が連携して、携

帯電話網を活用した人の健康と水の衛生状態の見守り

システムの構築を中心とした研究プロジェクト提案し

た。これらが実際に実施されていくことで、今後、ケ

ニヤのみならず、ビクトリア湖沿岸の東アフリカ諸国

の水環境問題の解決に繋がっていくことが期待される。

◆島原市における硝酸性窒素による地下水汚染の調査

島原市の民家と島原市水道局に協力してもらい、民

家の井戸や水道水源の地下水をサンプリングし、硝酸

性窒素濃度などを調べ、汚染の実態を調査した。また

環
境
の
保
全
に
関
す
る
教
育
研
究
活
動

NAGASAKI UNIVERSITY 35



地下水サンプリング状況

日本地下水学会行事委員会ホームページより（２０１３年７月２６日）

国際連携活動

島原市の協力により、三会小学校内に地下水観測孔を

掘削し、深度方向のサンプリングやトレーサー試験を

実施できる体制を整えた。

◆東日本大震災の津波による水道水源の海水による汚

染の調査及び報告

２０１２年地下水学会春季講演会シンポジウム「震災時

の非常用水源としての地下水利用の在り方」（２０１２年

５月２６日開催）において、東日本大震災の津波被害を

受けた釜石市、陸前高田市、南三陸町で２０１１年に水源

井戸の現地調査を行い、２００４年１２月のインド洋スマト

ラ島沖地震による津波の影響に関する報告・研究事例

を引用し、津波による海岸帯水層への影響やその後の

帯水層の塩水化からの回復について報告を行い、パネ

ルディスカッションに登壇した。

◆大陸から越境飛来する大気中化学物質の微量分析と

その生物影響評価の実施

長崎県西彼杵半島の山間部に設置した観測局におい

て、年間を通して大気成分を捕集し、これを化学分析

するとともに、生物影響評価を行っている。長崎は大

陸に近く、大陸との間に海しかない、すなわち大気汚

染物質の発生源がないという好立地にある。この山間

部で捕集した越境大気中には、発がん性を示す多環芳

香族化合物などの化学物質が含まれており、この濃度

が冬季には高くなることを見いだしている。この原因

は、中国東北部の冬季の暖房用石炭の燃焼と季節風の

影響と考えている。また、冬季には、気塊の発がん性

が増加することや、急性毒性が増加することも見いだ

しており、越境大気による環境影響や人の健康影響も

懸念される。

国際的環境研究・教育への協力、環境問題の相
互理解と情報の共有を推進する。

◆アジアキャンパス構想に基づく、日中韓の水環境技

術者育成事業の実施、及び長崎県の水処理企業の海外

技術移転の支援

文部科学省のキャンパス・アジア中核拠点支援を受

け、平成２２年１０月より「日中韓の大学間連携による水

環境技術者育成事業」を実施し、平成２３年４月入学で

１１名（中国８名、韓国３名）、平成２４年４月入学で１０

名（中国６名、韓国４名）、平成２５年４月入学で１０名

（中国６名、韓国４名）と順調に展開中である。特に、

平成２４年度には「生協食堂排水を用いた先端水処理プ

ラント教育研究プラットホーム」を設置し、教育体制

の充実を図った。このプラットホームは、日本の先端

膜技術である精密濾過膜と逆浸透膜を応用して、生物

処理と精密濾過膜によるメンブレンバイオリアクター

処理と逆浸透膜による造水化技術をハイブリッド化し

て水の再生・再利用が可能な設備のことである（図１

参照）。学生の教育用としての活用価値は言うに及ば

ず、膜技術と生物処理による先端水処理技術の研修設

備としての意義も極めて高い。さらに、将来の新規技

術開拓に寄与できる研究テーマの推進にも貢献できる

設備といえる。このプラットホームを有効活用して、

協和機電工業㈱をはじめ長崎県内で水ビジネスに関わ

図１ 長崎大学生協食堂排水を用いた先端水
処理プラント教育研究プラットホーム
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産学官連携活動

る企業が海外技術移転を展開する際に支援を行ってい

る。

◆日豪研究者による内分泌かく乱化学物質汚染に関す

る国際共同調査

人間活動により水域に放出された化学物質の内分泌

かく乱作用（環境ホルモン作用）を調査する国際的な

取り組みとして、オーストラリア・メルボルン大学及

びCAPIM研究所との共同研究を実施している。平成

２４年度には、測定に必要な抗体等をオーストラリア研

究者に譲渡し、日豪双方においてサンプルの解析が可

能となるよう整備を進めた。本共同研究では、日豪に

共通して棲息するマハゼ（Acanthogobius flavimanus）

を指標生物として用いた環境ホルモンの生物影響評価

と、棲息本種が棲息するそれら地域の水及び底質サン

プルに含まれる原因化学物質の分析を行っている。本

研究のような、同一生物種を用いた環境ホルモン汚染

に関する国際的調査は殆ど前例がなく、共通の調査・

解析手法を用いて正確に把握・比較することが可能で

ある。

産学官連携による環境研究を推進し、その研究
成果の社会への還元に努める。

◆福岡県筑後市でのごみ分別授業での教材作成の支援

福岡県筑後市環境課とともに、ごみ分別を学習する

教材の大幅な改定を行った。本教材は、福岡県筑後市

において５年間、すべての小学校４年生のクラスで活

用されている。また、近隣のみやま市、熊本県山鹿市

などでも同様の教材が作成されており、自治体の環境

行政からは「ごみ減量啓発事業」として、教育行政か

らは「地域に根ざした環境教育・社会科教育」として

高い評価を得ている。すべての４年生担当の教員に使

い続けてもらうため、教材を活用する教員にインタ

ビューをし、教材の課題を明らかにし、新しい教科書

に適合したさらに使いやすい教材の改定を行った。ま

た、以下の学会誌に査読論文として掲載された。

・中村修・丸谷一耕・深見聡・遠藤はる奈・本田藍

・地理教育からみた「ごみ分別授業」に関する研究

・地理教育研究（全国地理教育学会）No．１２ pp１７‐

２５（２０１３．０３）

◆自治体の生ごみ資源化に関する研修及び地域活動の

実施

福岡県大木町での生ごみ資源化の取組が高く評価さ

れ、福岡県みやま市、長崎県五島市においても生ごみ

資源化の取組のための検討が始まった。そこに計画策

定のための委員長として参加した。みやま市では再生

可能エネルギー導入可能性調査として実施し、生ごみ

や、し尿を循環利用するだけでなく、食品リサイクル

ループ制度を用いて、都市の事業系生ごみを引き受け

るなどの方針も明らかにした。五島市では、ごみ焼却

施設の廃止を念頭に、「ごみゼロ」の可能性を追求す

ることになった。
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読売新聞 ２０１３年４月８日

地域連携活動

環境保全等に関する知識・技術を発信し、地域
との連携・コミュニケーションを推進する。

◆長崎県・長崎市教育委員会等との連係による、環境

教育に関する教員研修及び、市民講座の開催

環境教育について、以下の教員研修と市民講座を実

施した。

�長崎市環境教育研修（長崎市教育委員会）
開催日時：８月２４日

開催場所：長崎大学

参加者数：７名

研修内容：CSTの受講教員による授業実践報告と

省エネルギー実践等に関する講習を行っ

た。

�長崎市南公民館浪の平ふれあい学校「エネルギーと
環境保全」

開催日時：５月２３日

開催場所：長崎市南公民館

参加者数：６０名

講座内容：エネルギー需給の問題点を示し、今後の

発電方法と省エネルギーについて講演し

た。

�福岡県教育センター中学校理科短期研修１３６「放射
線の基礎知識から授業づくりへ」

開催日時：７月３日

開催場所：福岡県教育センター

参加者数：２４名

研修内容：放射線の基礎知識の習得と霧箱等を利用

した実験を通して、放射線に関する授業

プランを作成した。

�平成２４年度放射線に関する研修会
小中学校教員対象（長崎市教育委員会）

開催日時：８月１日

開催場所：長崎大学

参加者数：５名

研修内容：�と同様の内容をCST受講教員と協働
して実施した。

�小郡市・三井郡教育研究所「授業力向上研修講座」
開催日時：８月２８日

開催場所：小郡市総合保健福祉センターあすてらす

参加者数：４０名

研修内容：�と同様の内容を実施した。
�佐賀県放射線の指導による研修会（佐賀県教育委員
会）

開催日時：９月４日

開催場所：佐賀県教育センター

参加者数：３３０名

研修内容：�と同様の内容を実施した。

◆民間企業との協働による、サイエンスワールド（出

前科学実験教室）やエコクッキング教室の開催

長崎市立滑石小学校省エネ教室を１０月２４日に、長崎

市立深堀小学校PTA親子省エネ教室を１０月１９日に九

州電力（株）長崎支社・長崎営業所と開催した（共に

参加者５０名程度）。サイエンスワールド２０１２を１１月１１

日に九州電力�や西部ガス�長崎支社と協働（参加者
約４００名）で、２月１７日に西海市教育委員会等と協働
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サイエンスワールドの風景

エコクッキングの風景

（参加者約２００名）で開催した。また、エコクッキン

グ教室を９月７日に西部ガス�長崎支社と開催し、施
設見学（太陽光発電施設、LNG受入・貯蔵施設）も

行った（参加者１８名）。

◆学部内に設置の環境教育研究マネジメントセンター

による雲仙Ｅキャンレッジプログラムの推進

２０１２年度学部長裁量経費「島原半島ジオパークにお

ける大学生対象の環境教育プログラム構築に関する実

証的研究」の一環として、専門科目「環境科学特別講

義Ｃ」の講義で扱う「さいかい元気村（西海市）と、

島原半島ジオパーク」を対象として、ジオ・ツーリズ

ムのツールの１つとしての大学生向け環境教育プログ

ラム確立の道筋を、学生参画のワークショップ実践等

を通して示し、地域の自然・文化を活かした総合的な

活性化策への展望を描くことを目的として行った。

◆雲仙市小浜温泉における未利用温泉熱を利用したバ

イナリー発電プロジェクトへの参画

２０１２年度長崎大学高度化推進経費（社会貢献・産学

連携推進プログラム）「雲仙・島原における地熱エネ

ルギー利用と地域力再生プロジェクト」により、全４

回の公開講座と、シンポジウム「ジオパークにおける

低炭素まちづくりと地域再生�～地熱エネルギーと小
浜の未来～」を開催した。

学生参加のワークショップの様子
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教育研究活動 

（環境教育・環境研究） 

input output

output

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

環境影響の全体像（マテリアルバランス）

平成２４年度にて

総エネルギー投入量：１３，９５２k�
電気 １０，８２６k�（４３，１１８MWh）
ガス ２，６９２k�（２，２６７k�）
重油 ４２４k�（４２１k�）
灯油 １０k�（１０k�）

※エネルギー投入量（k�）は原油換算値
※（ ）内数値は各エネルギーの使用量

総物質投入量

コピー用紙使用量：１４７，７４８�

化学物質：PRTR対象物質（調査対象１０物質）

取扱量 １２，００１�

その他：（数値なし）

有機溶媒、化学薬品、教育研究・医療用機材 等

水資源投入量：３４５，９１６�

市水 ３３，２６０�

井水 ３１２，６５６�

5 環境負荷及びその低減に向けた取組の状況

大学の活動の成果・社会貢献

学部卒業生（１，６１９名） 共同研究受入件数（１７６件）

大学院修了者（４６２名） 受託研究受入件数（２１９件）

修 士（３５７名） 特許出願件数（４１件）

博 士（１０５名） 実施許諾権利数（３１件）等

温室効果ガス等：
CO２排出量 ２８，９５２t

電気 ２２，６３７t
ガス ５，１５０t
重油 １，１４０t
灯油 ２５t

※上記数値は新たな換算係数による数値

化学物質排出量・移動量
PRTR対象物質排出量・移動量

クロロホルム ： ４６�（大気排出）
：１，８００�（事業所外移動）

ノルマル－ヘキサン： ２００�（大気排出）
： １９０�（事業所外移動）

ジクロロメタン ： １３０�（大気排出）
：１，０００�（事業所移動）

廃棄物等総排出量： （一部記載）

廃棄物最終処分量： （一部記載）

総排水量： ３４５，９１６�

P.41

P.42

P.42

P.43

P.44

P.46
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環境負荷の状況

総エネルギー投入量

総消費量（k  ） 消費量原単位（  /m2）

23年度 24年度22年度

15,052

13,992 13,952

72.8

66.7
65.5

16,000

15,000

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

100

90

80

70

60

50

40

k
総消費量
（　　）

消費量原単位
（　　　）  /m2

項目 単位
熱量換算係数（GJ）
Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

電気（昼間） １MWh ９．９７ ９．９７ ９．９７

電気（夜間） １MWh ９．２８ ９．２８ ９．２８

ガス・都市ガス（１３Ａ） １� ４６．１ ４６．０５ ４６．０

ガス・プロパンガス １� １００．４６ １００．４６ １００．４６

重油 １� ３９．１ ３９．１ ３９．１

灯油 １� ３６．７ ３６．７ ３６．７

（エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
最終改正：平成２５年３月１日経済産業省令第７号に基づき算出）

年 度
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

項 目

電
気
・
ガ
ス
・
重
油
・
灯
油
使
用
量

電気
（MWh） ４５，１９９ ４３，０７２ ４３，１１８

ガ
ス
（�）

１３Ａ ２，２６０ ２，１５５ ２，２６７

プロパン １ １ １

重 油
（k�） ９６６ ５８７ ４２１

灯 油
（k�） ７ ９ １０

電
気
・
ガ
ス
・
重
油
・
灯
油
使
用
量

（GJ）

電 気 ４４１，１２８ ４１９，６９７ ４１９，６１３

ガ

ス

１３Ａ １０４，１８６ ９９，２３７ １０４，２６４

プロパン １００ １００ ８３

計 １０４，２８６ ９９，３３７ １０４，３４７

重 油 ３７，７７１ ２２，９５２ １６，４４２

灯 油 ２５７ ３３０ ３７４

合 計 ５８３，４４２ ５４２，３１６ ５４０，７７６

空調面積当りの
エネルギー消費量
（対前年度比）

（�／�）

７２．８
（１００．６９％）

６６．７
（９１．６２％）

６５．５
（９８．２０％）

原油換算
（k�） １５，０５２ １３，９９２ １３，９５２

（参考）空調面積
（�） ２０６，７５０ ２０９，６３３ ２１２，９８８

新規稼働棟
（�）

坂本２改修
工事
（病院本館
�期）

文教町２新
営工事
（サイエン
ス＆テクノ
ラボ棟）
坂本１新営
工事
（動物実験
施 設 棟 新
館）

文教町２新営
工事
（グローバル
教育・学生支
援棟新営）
文教町２改修
工事
（音楽教室改修）
坂本２改修工事
（病院本館�
期、感染症セ
ンター）
坂本１改修工事
（動物実験施設）

投入エネルギーの内訳

データの値は１０団地（片淵・坂本１・坂本２・文教町１・文教
町２・柳谷町・島原・多以良町・時津町・上西山町１）とする。

�総エネルギー投入量（�）
平成２４年度の総エネルギー投入量は前年度比約

０．２％減少した。
平成２３年度に新営・耐震改修工事等を行った建物が、

平成２４年度より稼働しはじめたため、電気・ガス・灯
油使用量が増加したが、重油使用量を大幅に削減する
ことができたため、総エネルギー投入量は減少した。

■総エネルギー投入量の推移

※単位（GJ）について
熱量換算係数は、以下のとおり

�空調面積当たりのエネルギー消費量（�／�）
平成２４年度の空調面積当たりのエネルギー消費量は

前年度比約１．８％減少した。
長崎大学では空調面積当たりのエネルギー消費量を

原単位としている。
※原単位とは省エネルギーの進捗状況を表す指標と

して使用するもの。

	投入エネルギーの内訳
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電気

ガス

重油

総物質投入量

コピー用紙

水資源投入量

水

年 度
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

項 目

上水使用量
（�）

市水 ３４，２５３ ３７，０５８ ３３，２６０

井水 ３３４，４９０ ３１９，３６３ ３１２，６５６

合計
（対前年
度比）

３６８，７４３

（９２．８５％）

３５６，４２１

（９６．６６％）

３４５，９１６

（９７．０５％）

水源の内訳の推移

平成２４年度の電気使用量は前年度比約０．１％増加し
た。要因は、平成２３年度に新営・耐震改修工事等を行っ
た建物が、平成２４年度より稼働しはじめたため増加し
た。

平成２４年度の都市ガスの使用量は前年度比約５．２％
増加した。要因は、平成２３年度に新営・耐震改修工事
等を行った建物が、平成２４年度より稼働しはじめたた
め増加した。

平成２４年度の重油の使用量は前年度比約２８．３％減少
した。要因は、病院診療部門の集約化に伴いボイラー
設備稼働台数を削減したこと及び文教キャンパス２に
おける省エネ推進活動の取組結果により自家発電運転
負荷を低減することができた。

使用量については、ペーパーレス化の推進により、
前年度より減少している。
なお、今後も各種書類等のペーパーレス化、両面コ

ピー等の省力化を行い、使用量の低減を図る予定であ
る。

■コピー用紙使用量の推移

平成２４年度の水の使用量は前年度より約２．９％減少
した。要因は、改修工事において節水用水栓の導入や
節水対策への取組が結果に表れている。

■水資源投入量の推移
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CO２排出量

年 度
平成１６年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

項 目

Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
（ｔ）

電気 ２１，９２０ １６，６７８ １６，５８３ ２２，６３７

ガ

ス

１３Ａ １，６７１
※５Cを含む ５，１５３ ４，９０５ ５，１４５

プロパン ６ ６ ５ ５

計 １，６７７ ５，１５９ ４，９１０ ５，１５０

重 油 ６，１７１ ２，６１８ １，５８９ １，１４０

灯 油 ０ １７ ２２ ２５

合 計 ２９，７６８ ２４，４７２ ２３，１０４ ２８，９５２

空調面積当りの
CO２排出量
（対前年度比）

（�／�）

１７２．４ １１８．４ １１０．２ １３５．９

（－） （９７．５３％） （９３．０７％） （１２３．３２％）

（参考）空調面積
（�） １７２，７１６ ２０６，７５０ ２０９，６３３ ２１２，９８８

■CO２排出量の内訳

平成２４年度の総エネルギー投入量は前年度比約０．２％減少したものの、原子力発電所停止等の影響により電気事
業者のCO２排出量換算係数が前年度比約３６．３％増加したため、CO２排出量は前年度比約２５．３％増加し、空調面積
当たりのCO２排出量は約２３．３％の増加となった。

■CO２排出量の推移

※単位について
CO２排出量換算係数は、以下のとおり

項目 単位
CO２排出係数（�）

Ｈ１６ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

電気 １kWh ０．５５５ ０．３６９ ０．３８５ ０．５２５

ガス・都市ガス（１３Ａ） １� ２．２８ ２．２８ ２．２８ ２．２７

ガス・プロパンガス １� ５．９３ ５．９３ ５．９３ ５．９３

重油 １� ２．７１ ２．７１ ２．７１ ２．７１

灯油 １� ２．４９ ２．４９ ２．４９ ２．４９

（地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
最終改正：平成２２年３月３日政令第２０号に基づき算出）
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化
学
物
質
の
排
出
量
・
移
動
量

平
成
２４
年
度
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱
量
（
単
位
：
�
）

政
令
番
号

指
定
化
学
物
質
名

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
（
基
礎
地
区
）

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
２
（
病
院
地
区
）

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計

合
計

医
学
部

（
基
礎
）
原
爆
後
障
害

研
究
所

先導
生命
科学

研究
支援
セン
ター
熱
帯
医
学

研
究
所

計
医
学
部

（
臨
床
）
医
学
部

（
保
健
）
病
院

歯
学
部

計
工
学
部

薬
学
部

教
育
学
部

環境
科学
部
水
産
学
部
産
学
官
連
携

戦
略
本
部

１３
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

９
，７
１６

０
０

５
，０
００

４
，７
１６

６
，１
１９

０
０

４
，７
０４

１
，４
１５

４０
５
，４
４０

２９
，５
２１

３６
１
，６
７６

１５
７
１
，５
７０

１２
，５
１６

０
４２
１
，２
７５

７１
塩
化
第
二
鉄

０
０

０
０

０
１０
７

０
０

０
１０
７

８２
，０
７４

３
，０
１６

１５
０

４
２

２
７８
，９
００

８２
，１
８１

８０
キ
シ
レ
ン

１９
３
，６
４７
１４
０
，２
９６
４５
，５
５２

１
，５
００

６
，２
９９
５７
４
，１
４５
３０
，０
７６

３
，７
６６
５０
８
，６
２２
３１
，６
８０

１９
，９
０４

０
５
， ２
８０

０
０
１４
，５
２４

１０
０

７８
７
，６
９６

１２
７
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

９
，８
５３

５
，７
０５

１
，７
１２

１８
４

２
，２
５３
３９
０
，７
２８

１
，５
９５

０
３８
３
，３
８１

５
，７
５２
２
，３
２６
，９
２６

２０
６
，２
０３
２
，０
７９
，６
３９
１１
，４
００

４８
９

１
，１
６５

２８
，０
３０
２
，７
２７
，５
０７

１８
６
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０
１
，２
４８
，６
８８

５５
８
，８
９３

６１
０
，５
５３

１３
３
５８
，０
５１

１４
，０
００

７
，０
５８
１
，２
４８
，６
８８

２１
３
N
,N
－
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

４１
，４
８１

４１
，４
３１

０
０

０
５０

０
４１
，４
８１

３０
０
ト
ル
エ
ン

１１
，２
７１

１１
，２
７１

０
０

０
５
，２
８９

５
，２
４５

０
０

４３
２０
１
，９
０９

１２
７
，０
９２

４３
，７
７４

０
０

１
，０
４３

３０
，０
００

２１
８
，４
６９

３９
２
ノ
ル
マ
ル
－
ヘ
キ
サ
ン

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０
６
，１
４７
，９
１６
１
，０
４１
，２
４２
４
，９
９３
，２
３５

３９
６
９
，９
００

３０
，０
００

７３
，１
４３
６
，１
４７
，９
１６

４０
０
ベ
ン
ゼ
ン

８８
，６
１４

２
，３
７４
８６
，２
４０

０
０

０
０

０
０

０
１０
，６
９８

３
，６
０６

４
，０
００

０
０

３
，０
９２

０
９９
，３
１２

４１
１
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

５３
，２
７３

３０
，４
７４
１８
，７
７３

３
，５
１０

５１
６
５７
，７
４６

２
，３
７３

０
５２
，６
７３

２
，７
００

１１
６
，３
７５

４９
８

６４
２

４
０
１１
５
，２
３１

０
２２
７
，３
９４

※
小
数
点
以
下
は
四
捨
五
入
で
表
示

計
１２
，０
０１
，９
１８
�

P
R
T
R
と
は

（
P
ol
lu
ta
nt
R
el
ea
se
an
d
T
ra
ns
fe
r
R
eg
is
te
r：
化
学
物
質
排
出
移
動

量
届
出
制
度
）
と
は
、
有
害
性
の
あ
る
多
種
多
様
な
化
学
物
質
が
、
ど
の
よ

う
な
発
生
源
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
環
境
中
に
排
出
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
廃

棄
物
に
含
ま
れ
て
事
業
所
の
外
に
運
び
出
さ
れ
た
か
と
い
う
デ
ー
タ
を
把
握

し
、
集
計
し
、
公
表
す
る
仕
組
み
で
す
。

対
象
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
化
学
物
質
を
製
造
し
た
り
使
用
し
た

り
し
て
い
る
事
業
者
は
、
環
境
中
に
排
出
し
た
量
と
、
廃
棄
物
や
下
水
と
し

て
事
業
所
の
外
へ
移
動
さ
せ
た
量
と
を
自
ら
把
握
し
、行
政
機
関
に
年
に
１

回
届
け
出
ま
す
。

－
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
－

ht
tp
://
w
w
w
.e
nv
.g
o.
jp
/c
he
m
i/p
rtr
/a
bo
ut
/a
bo
ut
-1
.h
tm
l

長
崎
大
学
坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
、
２
お
よ
び
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
P
R
T
R
法
（
化
学
物
質
排
出

把
握
管
理
促
進
法
）
対
象
事
業
所
に
該
当
す
る
。
そ
の
た
め
、
産
学
官
連
携
戦
略
本
部
共
同
研
究
支

援
部
門
環
境
安
全
支
援
室
で
は
、
各
キ
ャ
ン
パ
ス
ご
と
に
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱

量
を
調
査
・
集
計
し
、
一
定
量
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
環
境
中
へ
の
排
出
量
お
よ
び
廃
棄
物
等

と
し
て
の
移
動
量
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。
取
扱
量
の
調
査
は
、
平
成
１４
年
度
か
ら
開
始
し
て
お
り
、

過
去
の
集
計
結
果
は
す
べ
て
環
境
安
全
支
援
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
る
。（
ht
tp
://
w
w
w
.

ep
.n
ag
as
ak
i-u
.a
c.
jp
/p
rt
r.
ht
m
）。
平
成
２４
年
度
の
調
査
で
取
扱
量
が
１
ト
ン
を
超
え
た
物
質
は
、

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
お
よ
び
ヘ
キ
サ
ン
と
な
っ
た
。
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平
成
２３
年
度
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱
量
（
抜
粋
）（
単
位
：
�
）

政
令
番
号

指
定
化
学
物
質
名

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
（
基
礎
地
区
）

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
２
（
病
院
地
区
）

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計

計
医
学
部

（
基
礎
）

先導
生命
科学
研

究支
援セ
ンタ
ー
熱
帯
医
学

研
究
所

計
医
学
部

（
臨
床
）

医
学
部

（
保
健
）

病
院

歯
学
部

計
工
学
部

薬
学
部

教
育
学
部
環
境
科
学
部
水
産
学
部

産
学
官
連
携

戦
略
本
部

（
旧
共
同
研
究

交
流
セ
ン
タ
ー
）

１３
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

１３
，０
４０

０
５
，０
００

８
，０
４０

３
，９
３０

０
０

０
３
，９
３０

３９
４
，６
６６

４５
，５
５４

３４
７
，４
５５

７９
０

１
，５
００

７９
４１
１
，６
３５

７１
塩
化
第
二
鉄

０
０

０
０

０
０

０
０

０
７９
，３
７２

７
６０

０
０

５
７９
，３
００

７９
，３
７２

８０
キ
シ
レ
ン

２１
１
，９
７１

２０
６
，０
７５

１
，５
００

４
，３
９６

５２
３
，６
９８

３２
，５
２６

０
４２
３
，２
８０

６７
，８
９２

３
，４
５８

１３
０

２
，１
２４

０
７

１
，１
９７

０
７３
９
，１
２７

１２
７
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

１０
，２
６３

６
，６
１３

９４
４

２
，７
０６

３５
１
，８
３８

２３
９

０
３４
７
，２
５６

４
，３
４３
２
，０
３６
，７
２２
１４
０
，８
９０
１
，８
９２
，５
５２

７４
４９
１

１
，３
２３

１
，３
９２
２
，３
９８
，８
２２

１８
６
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

０
０

０
０

３
，０
８０

０
３
，０
８０

０
０
１
，３
８２
，１
３９
６５
６
，８
８３

６７
３
，２
７５
１
，０
６３

４３
，３
７０

３
，５
００

４
，０
４８
１
，３
８５
，２
１９

２１
３

Ｎ
，Ｎ
－
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

４１
８

４１
８

０
０

０
０

０
０

０
３４
，４
１５

３４
，４
０５

０
０

０
１０

０
３４
，８
３３

３０
０
ト
ル
エ
ン

７
，８
００

７
，８
００

０
０

５
，２
４５

５
，２
０２

０
０

４３
３２
５
，３
３８
１８
６
，８
４９

９０
，８
５８

０
１

２
，６
３０

４５
，０
００

３３
８
，３
８３

３９
２
ノ
ル
マ
ル
－
ヘ
キ
サ
ン

０
０

０
０

０
０

０
０

０
６
，９
６８
，８
９７

１，
２３
６，
２３
２
５
，６
６３
，２
５４
３
，３
００

２５
，７
４０

３
，５
００

３６
，８
７１
６
，９
６８
，８
９７

４０
０
ベ
ン
ゼ
ン

７０
，３
６４

７０
，３
６４

０
０

７
，３
９５

４
，３
９５

０
０

３
，０
００

２６
，４
１６

７
，３
２３

９
，８
４８
８
，８
００

０
４４
０

５
１０
４
，１
７５

４１
１
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

１３
１
，４
９１

１３
０
，５
６９

７３
２

１９
０

６８
，３
９７

１５
，１
９１

９９
４９
，９
２７

３
，１
８０

１４
，０
４１

７４
０

１
，７
２０

１５
１
１１
，５
６５

０
２１
３
，９
２９

平
成
２２
年
度
P
R
T
R
法
第
１
種
指
定
化
学
物
質
取
扱
量
（
抜
粋
）（
単
位
：
�
）

政
令
番
号

指
定
化
学
物
質
名

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
１
（
基
礎
地
区
）

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
２
（
病
院
地
区
）

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計

計
医
学
部

（
基
礎
）

先導
生命
科学
研

究支
援セ
ンタ
ー
熱
帯
医
学

研
究
所

計
医
学
部

（
臨
床
）

医
学
部

（
保
健
）

病
院

歯
学
部

計
工
学
部

薬
学
部

教
育
学
部
環
境
科
学
部
水
産
学
部

共
同
研
究

交
流
セ
ン
タ
ー

１３
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

１０
，０
０８

３０
５
，０
００

４
，９
７８

２１
，９
２６

５０
０

９
，４
４６

１２
，４
３０

２１
０
，６
５１

１８
，５
３２

１６
１
，８
８３

３２
０
２４
，８
００

５
，１
１６

０
２４
２
，５
８５

７１
塩
化
第
二
鉄

１１
１１

０
０

４８
０

０
０

４８
０

０
４０
，４
２３

０
１０
１

２
０

５０
０
３９
，８
２０

４０
，９
１４

８０
キ
シ
レ
ン

１７
６
，７
７８

１６
８
，０
２５

２
，０
５２

６
，７
０１

４９
７
，１
５３

７２
，４
８７

１
，９
１０

３８
６
，５
００

３６
，２
５６

１１
，６
０１

１０
４
，１
９０

０
２４
２

７
， １
５９

０
６８
５
，５
３２

１２
７
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

１９
，８
５９

１７
，２
９４

１４
５

２
，４
２０

３６
６
，９
９８

３１
５

０
３５
６
，９
２９

９
，７
５４
１
，７
６３
，０
２２

４２
，８
６７
１
，７
１５
，９
１７

０
１
，３
０２

２
，２
９５

６４
２
２
，１
４９
，８
７９

１８
６
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

０
０

０
０

０
０

０
０

０
９９
２
，５
６６
６６
０
，９
９７

２８
６
，７
７１

３６
０
３０
，０
００

６
，３
７５

８
，０
６３

９９
２
，５
６６

２１
３

Ｎ
，Ｎ
－
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

０
０

０
０

０
０

０
０

０
４２
，６
８２

４２
，６
８２

０
０

０
０

０
４２
，６
８２

３０
０
ト
ル
エ
ン

５５
０

５０
７

０
４３

１
，４
２９

１
，３
８６

０
０

４３
１９
８
，２
９４
１４
６
，６
５１

５１
，６
３１

０
１２

０
０

２０
０
，２
７３

３９
２
ノ
ル
マ
ル
－
ヘ
キ
サ
ン

０
０

０
０

０
０

０
０

０
４
，８
８３
，６
２０
２６
１
，６
５９
４
，５
５１
，１
８０
２
，０
５０

３３
，０
００

１３
１
３５
，６
００
４
，８
８３
，６
２０

４０
０
ベ
ン
ゼ
ン

１５
４
，３
００

１５
４
，０
００

０
３０
０

６
，１
９８

５
，３
１８

０
８８
０

０
３５
，８
９５

７０
０

３１
，７
００
２
，５
５０

０
９４
６

０
１９
６
，３
９３

４１
１
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

１２
８
，６
２５

１２
３
，４
５９

２
，４
０２

２
，７
６５

３３
９
，８
２９

３２
，５
００

３２
４
３０
３
，２
１９

３
，７
８６

５２
，６
４０

１
，２
５４

１
，５
５８

０
１１

４９
，８
１８

０
５２
１
，０
９５

※
小
数
点
以
下
は
四
捨
五
入
で
表
示

計
９
，９
５５
，５
３９
�

※
小
数
点
以
下
は
四
捨
五
入
で
表
示

計
１２
，６
７４
，３
９２
�
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平成２３年度 第一種指定化学物質の排出量及び移動量

第一種指定化学物質の名称
クロロホルム
（�）

ノルマル－ヘキサン
（�）

ダイオキシン
（�－TEQ)

ジクロロメタン
（�）

排

出

量

大気への排出 ３９ ３７０ ０．０００９７ １１０
公共用水域への排水 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所におけ
る土壌への排出 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

当該事業所におけ
る埋立処分 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

移
動
量

下水道への移動 ０．０ ０．０ ０．００００１０ ０．０
当該事業所の外へ
の移動 ２，１００ １７ ０．０２０ ９６０

平成２２年度 第一種指定化学物質の排出量及び移動量

第一種指定化学物質の名称
クロロホルム
（�）

ノルマル－ヘキサン
（�）

ダイオキシン
（�－TEQ)

排

出

量

大気への排出 ４．９ ７５ ０．０１５
公共用水域への排水 ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所におけ
る土壌への排出 ０．０ ０．０ ０．０

当該事業所におけ
る埋立処分 ０．０ ０．０ ０．０

移
動
量

下水道への移動 ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所の外へ
の移動 １，９００ ６１０ ０．１０

第一種指定化学物質の名称
クロロホルム
（�）

ノルマル－ヘキサン
（�）

ダイオキシン
（�－TEQ）

ジクロロメタン
（�）

排

出

量

大気への排出 ４６ ２００ ０．００６４ １３０
公共用水域への排水 ０．０ ０．０ ０．０
当該事業所におけ
る土壌への排出 ０．０ ０．０ ０．０

当該事業所におけ
る埋立処分 ０．０ ０．０ ０．０

移
動
量

下水道への移動 ０．０ ０．０００００１６ ０．０
当該事業所の外へ
の移動 １，８００ １９０ ０．０２６１，０００

平成２４年度 第一種指定化学物質の排出量及び移動量

廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量

区分 種別 重量（t）

一般廃棄物

可燃ゴミ
不燃ゴミ
資源ゴミ
小計

４８７
５１
５４
５９２

産業廃棄物
非感染性ゴミ
感染性ゴミ
小計

１６８
２１７
３８５

合計 ９７７

区分 種別 重量（t）

一般廃棄物

可燃ゴミ
不燃ゴミ
資源ゴミ
小計

５０３
４７
５４
６０４

産業廃棄物
非感染性ゴミ
感染性ゴミ
小計

１７６
１９８
３７４

合計 ９７８

区分 種別 重量（t）

一般廃棄物

可燃ゴミ
不燃ゴミ
資源ゴミ
小計

５３５
６８
７９
６８２

産業廃棄物
非感染性ゴミ
感染性ゴミ
小計

１４７
１８７
３３４

合計 １，０１６

取扱量が１トンを超えた文教キャンパスのクロロホ

ルム、ジクロロメタン、ヘキサンおよび特別要件に該

当するダイオキシン類については、排出量および移動

量を調査し、その結果を長崎県に報告した。クロロホ

ルムの排出・移動量は、過去最多となった平成２３年度

から１４％減少したが、ジクロロメタンは昨年よりも

６％増加した。ヘキサンは、実験廃液処理施設で処理

されるため、取扱量に比べて排出・移動量が少なく

なっている。PRTRでは、人や生態系に有害な恐れが

ある化学物質を調査対象としている。そのため、クロ

ロホルム等をはじめとするこれらの化学物質の取扱量

削減への取り組みが求められる。

ごみの減量化、リサイクル推進のため、以下の廃棄

物区分のもとに収集を行っている。

� 一般廃棄物（事業系ごみ）

・可燃ゴミ（紙、木、繊維等）

・不燃ゴミ（プラスチック・金属等）

・再資源ゴミ

（新聞紙、上質紙等）

（アルミ缶、ペットボトル）

� 特別管理一般廃棄物

・感染性一般廃棄物

� 産業廃棄物

・廃プラスチック・ゴム類

・ガラス類（２５０�未満の試薬瓶）
・２５０�以上の割れていないガラス製試薬瓶
・金属類

� 特別管理産業廃棄物

・感染性産業廃棄物

・薬品等

（廃油・有機系実験系廃液・無機系実験系廃液に

ついては、学内で定期的に分別収集し、廃液処理

施設において処理されている。）

平成２４年度

平成２３年度

平成２２年度
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輸送に係る環境負荷の状況

年 度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

重 油 ５４５，４９８ ４３７，１５０ ５２２，８６５

軽 油 １６７，８８８ １８４，０９９ １８０，５２６

単位：�

■廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量

ここでは、外部の業者に処理委託を行っているキャ

ンパス２箇所（文教・坂本）における一般廃棄物、非

感染性産業廃棄物（プラスチック、ガラス、陶磁器）

及び感染性産業廃棄物の排出実績について集計してい

る。

■実験系廃液回収量

実験廃液回収量は年々大幅に増加しており、平成２４

年度の回収量（５０，１３５リットル）も過去最多となった。

この量は、昨年度から７％、平成２０年度から２３％も増

加しており、平成１０年度と比べると２倍以上に達して

いる。そのため、薬品の効率的な使用等による実験廃

液削減の努力が求められる。

水産学部練習船（長崎丸、鶴洋丸）について、燃料

使用量は以下の通りである。
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グリーン購入・調達の状況

循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面

の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」

という観点から、平成１２年５月に循環型社会形成推進

基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」

が制定されました。

同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等（環

境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進す

るとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促

進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が

可能な社会の構築を推進することを目指しています。

また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方

公共団体、事業者及び国民の責務などについても定め

ています。（グリーン購入ネットワークホームページ

より引用）

グリーン購入・調達の事例

古紙や合法性の確認がとれた木材（森林認証材等）

を使用した紙、再生材使用や詰替型等の事務用品、省

エネ性能の高い事務機器、再生材を使用した原材料等

分 野 �目標値 �総調達量 �特定調達物品
等の調達量

�特定調達物品
等の調達率

＝�／�
�目標達成率

＝�／�

紙類（７）

コピー用紙 １００％ １４７，７４８� １４７，７４８� １００％ １００％

フォーム用紙他 １００％ ５０，９１７� ５０，９１７� １００％ １００％

文具類（８３）

シャープペンシル他 １００％ ２２，２５７本 ２２，２５７本 １００％ １００％

シャープペンシル替芯他 １００％ ３８，０９６個 ３８，０９６個 １００％ １００％

ファイル他 １００％ ２９，２４１冊 ２９，２４１冊 １００％ １００％

事務用封筒（紙製） １００％ ４５８，４１８枚 ４５８，４１８枚 １００％ １００％

オフィス家具等（１０） １００％ ４，０３３台 ４，０３３台 １００％ １００％

OA機器（１９）

コピー機等

購入 １００％ ２，７９４台 ２，７９４台 １００％ １００％

リース・レンタル（新規） １００％ ６６台 ６６台 １００％ １００％

リース・レンタル（継続） １００％ ２，５４１台 ２，５４１台 １００％ １００％

記録用メディア・カートリッジ等 １００％ ３８，８６３個 ３８，８６３個 １００％ １００％

移動電話（２） １００％ ３３５台 ３３５台 １００％ １００％

家電製品（６） １００％ １７２台 １７２台 １００％ １００％

エアコン等（３） １００％ １７台 １７台 １００％ １００％

照明（５）

蛍光灯照明器具 １００％ １１４台 １１４台 １００％ １００％

蛍光ランプ １００％ ４，１１３本 ４，１１３本 １００％ １００％

電球形状のランプ １００％ １７９個 １７９個 １００％ １００％

自動車等（５）

一般公用車 １００％ ２台 ２台 １００％ １００％

一般公用車以外 １００％ ２台 ２台 １００％ １００％

消火器（１） １００％ １１９本 １１９本 １００％ １００％

制服・作業服（３） １００％ ２２５着 ２２５着 １００％ １００％

インテリア・寝装寝具（１０） １００％ ２０６枚 ２０６枚 １００％ １００％

作業手袋（１） １００％ １７８組 １７８組 １００％ １００％

その他繊維製品（７）

ブルーシート等 １００％ ７２枚 ７２枚 １００％ １００％

モップ １００％ １３１点 １３１点 １００％ １００％

平成２４年度特定調達品目調達実績
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環境負荷の低減に向けた取組の状況

附属中学校体育館の高効率照明器具附属図書館の LED照明・LED誘導灯

空調室内機 空調室外機

…省エネルギーのための取組…
○情報機器の集約化

サーバ仮想化及びデータセンターハウジングサービス※を

推進し、情報機器の集約化を開始した。

※データセンターハウジングサービス：
部局に分散設置されているサーバ、ネットワーク
ハードディスク等の情報機器をデータセンターに集
約設置するもの。

○照明器具の更新

平成２４年度施設整備費補助事業により、附属図書館、環境科学部、附属小学校、附属特別支援学校の照明・誘

導灯の殆んどを LED照明器具に更新した。また、平成２４年度学内省エネルギー推進経費で附属中学校体育館の水

銀灯照明器具を高効率照明器具に更新した。

○空調設備の更新

平成２４年度学内省エネルギー推進経費により、医学部本館、経済学部、附属中学校等の空調機８４台を、高効率

型に更新した。
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図 発電した電力量（時間別）

図 使った電力量（時間別）

○高効率変圧器の導入

平成２４年度施設整備費補助事業により、附属小学校、

附属特別支援学校の変圧器３台を高効率型に更新した。

○電力速報システムの構築

全学的な電力使用状況の見える化を図るため、文教キャンパス２、坂本キャンパス１・２に引き続き附属小学

校、附属特別支援学校へ電力速報システムを導入した。

○省エネルギーパトロールの実施

省エネ対策の一環として、各部局における省エネ推

進活動の目標設定や照明・空調機の点灯・温度設定状

況等について省エネルギーパトロールを実施し、使用

状況について確認と現地における指導を行った。また、

その結果を各部局エネルギー推進責任者へ通知し、改

善を促した。
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水辺の森公園でのイベント風景

里山清掃風景

子供達との交流風景

◆ながさきエコライフ・フェスタ２０１２

長崎市環境保全課の依頼を受け、長崎市が主催し市

民のエコ行動を推進する「ながさきエコライフ・フェ

スタ」に参加し、水辺の森公園での各種イベント及び、

数多くの出展ブースでの運営補助等を行った。

・開催日：１０月２８日�９時～１６時（学生参加：２０名）

◆全国合鴨フォーラム長崎大会

GAGA遊アイガモ水稲会の依頼を受け、自然農法

や食育等に関心のある学生ボランティアを募集。合鴨

農法を推進している全国合鴨水稲会が開催する、実践

報告・情報交換フォーラムでの進行サポート等を行っ

た。開催前には、合鴨農法で作られた作物の食体験等

を兼ねた事前説明会、並びに、地域での餅つき大会に

も参加した。

・開催日：２０１３年１月１２日�９：３０～１７：００（学生参
加：６名）

◆春・秋の里山清掃ボランティア

長崎市民の森の森林体験館より依頼を受け、市民の

森をハイキングしながらごみを拾い集める活動を、幅

広い年齢層の市民の皆様とともに行った。活動後は筍

ご飯など、自然の味覚を参加者全員で味わった。

・開催日：５月２７日�１０時～１２時（学生参加：２名）
・開催日：１１月２３日�１０時～１２時（学生参加：８名）

◆夏の宝島わんぱくキャンプ

おじかアイランドツーリズム協会の主催する「宝島

キャンプ」シリーズへの参加依頼を受け、子どもたち

が参加する自然活動キャンプのサポートに参加した。

子供達の安全管理や自然活動の補助等を行った。

・チャレンジコース

開催日：７月１４日�～１６日�（学生参加：２名）
・海の達人コース

開催日：７月２９日�～８月２日�（学生参加：１名）
・アドベンチャーコース

開催日時：８月１９日�～２５日�（学生参加：１名）
・宝島ウインターキャンプ

開催日：１２月２４日�～２８日�（学生参加：３名）

6 学生の自主活動
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◆本学サークル「ちゃりさいくる」による環境保全活

動の推進

本学サークル「ちゃりさいくる」が各種イベントに

参加し、地域との連携による環境保全活動を行った。

具体な活動は以下の通り。

・５月に西海市大瀬戸町「雪浦ウィーク」に参加し、

貸自転車ブースを設け、レンタルサイクルを運営し

た。

・９月に佐賀大学のサークル「チャリさがさいせい」

と合同合宿を行い、活動内容・課題等についての意

見交換を行った。

・１０月に「ながさきエコライフ・フェスタ」に参加し、

出展ブースで、不要となった自転車の「ベル」を出

展した。

・２０１３年２月に、浦上警察署、山里地区犯罪抑止推進

モデル地区委員、防犯協会連合会と共に、浦上地区

「自転車盗難防止キャンペーン」に参加し、本学正

門前でチラシ等を配付する等、自転車の盗難被害防

止を呼びかけた。

◆本学サークル「んじゃすみん」が「リユース市」を

実施

本学サークル「んじゃすみん」が、２０１３年３月２３日

�～２４日�の２日間、本学中部講堂前で「リユース市」
を実施した。廃棄物の削減、資源のリサイクル等の推

進を目的に、卒業生から不要となった家具類を譲り受

け、新入生に安価で販売した。新入生の保護者等から

の評判も上々であった。
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7２０１２年度環境に配慮した活動の評価

取り組みの区分 準拠法令等 目 標

【自己評価】
○：目標達成
▲：目標未達成

実 績
自己
評価

環境教育・環境研究

・環境に関する多様な授業科
目の充実

・環境に関する知識・理解を
深めるためのワークショッ
プや出前授業等の開催

・環境をテーマとした研究の
実施

目標に対する実施の有無 ○

電気・ガス等エネル
ギー使用量の削減

エネルギー使用の合
理化に関する法律
（省エネ法）

年間エネルギー消費原単位
（空調面積１�当たり）を中
長期的にみて年平均１％以上
削減

前年度比 １．８％削減 ○

エネルギー量をCO２
換算した温室効果ガ
ス排出量の削減

長崎大学地球温暖化
対策に関する実施計
画

２００８～２０１２年度までの目標
温室効果ガスの原単位排出量
を２００４年度比で８％以上削減

２００４年度比 １７．５％削減 ○

廃棄物減量化対策
長崎市廃棄物の減量
及び適正処理に関す
る条例

分別回収の徹底
可燃・不燃ごみ前年度比
０．１％削減

○

化学物質排出移動量
の状況把握

PRTR法
化学物質排出移動量の状況把
握

把握状況についての有無
（取扱量：１２，００２�） ○

グリーン購入の推進 グリーン購入法 グリーン調達比率１００％
主要品目のグリーン調達実
績１００％

○
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１．温室効果ガスの排出量削減に関する目標

長崎大学から排出される温室効果ガスの排出量を、国立大学法人として活動を開始した、２００４年度（平成１６年

度）を基準とし、２００８年度（平成２０年度）から２０１２年度（平成２４年度）において原単位面積当たり８％以上削減

する。

２．取組結果

� CO２換算係数 ２００４年度（平成１６年度）の係数一定とした場合

対象期間における、原単位の平均値は、２００４年度（平成１６年度）比 ▲１０．７％削減

� CO２換算係数 国の公表値（省令及び環境省公表）を使用した場合

対象期間における、原単位の平均値は、２００４年度（平成１６年度）比 ▲２８．９％削減

※ CO２排出量換算係数及び空調面積は、以下のとおり

長崎大学地球温暖化対策に関する実施計画の取組結果

項目 単位
CO２排出係数（�）

Ｈ１６ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

電気 １kWh ０．５５５ ０．３８７ ０．３７４ ０．３６９ ０．３８５ ０．５２５

ガス・都市ガス（１３Ａ） １� ２．２８ ２．２８ ２．２８ ２．２８ ２．２７５ ２．２７

ガス・プロパンガス １� ５．９３ ５．９３ ５．９３ ５．９３ ５．９３ ５．９３

重油 １� ２．７１ ２．７１ ２．７１ ２．７１ ２．７１ ２．７１

灯油 １� ２．４９ ２．４９ ２．４９ ２．４９ ２．４９ ２．４９

空調面積

※（ ）内は平成１６年度を基準とした比率
�

１７２，７１６ ２００，１５８ １９８，９９６ ２０６，７５０ ２０９，６３３ ２１２，９８８

（１００％） （１１６％） （１１５％） （１２０％） （１２１％） （１２３％）
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専務理事（常勤役員） 

内部環境監査員 

環境管理責任者 環境管理委員会 

ＩＳＯ事務局 

総務部 文教食堂 文教店 

環境報告書 Vol．９ ２０１３年５月２８日

《環境方針》

長崎大学生協は、組合員の意志によって作られました。長崎大学生協の役割は、協同互助の精神に基づき
民主的運営により組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的としています。
環境保全活動が商品、サービス、及びすべての活動の基礎的な取り組みであると認識し、可能な範囲にお

いて、目的・目標を設定し、見直す枠組みを与え、環境保全活動を以下のとおり、継続的改善と汚染の予防
を推進します。

�環境側面に関係する法規制、条例、その他受け入れを決めた要求事項を遵守します。
�長崎大学生協文教キャンパス施設において、電気、ガス、水の使用量削減、廃棄物の削減、リサイクル活
動をすすめます。

�環境保全活動を推進するため、環境マネジメント推進組織を整備し、全職員が活動できるようにします。
�内部環境監査を実施し、自主管理による環境マネジメントシステムの維持向上に努めます。
�環境教育、内外の公表を行い、全職員の環境方針の理解と環境に関する意識の向上を図ります。

＝＝環境方針はパンフレットなどを作成し、長崎大学生協内外に広く公表します。＝＝

２０１３年１月２７日
長崎大学生活協同組合 専務理事 伊東 治道

《環境管理体制組織図》

《２０１２年度活動記録》
・環境管理委員会（５／９、６／６、７／１１、８／８、１０／３、１１／７、１／１６、２／１５）

・内部環境監査（１１／５、６）

・一般教育（１２／１５、１２／１６）

・新入職員（定時職員）教育、採用時随時

・特別教育（１２／１２、消防訓練）

・更新審査（１１／１９、２０）

長崎大学生活協同組合との連携
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記載事項等の手引き 環境報告ガイドライン（２００７年版）
による項目

長崎大学環境報告書２０１２
目次

［１］事業活動に係る環境
配慮の方針等

（告示第２の１）

［１］基本的項目
BI‐１経営責任者の緒言
［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐１環境マネジメントの状況
（MP‐１‐１事業活動における環境配慮の方針）

学長緒言

長崎大学環境配慮の方針

［２］主要な事業内容、対
象とする事業年度等

（告示第２の２）

［１］基本的項目
BI‐２報告にあたっての基本的要件
BI‐３事業の概況（経営指標を含む）

はじめに
１ 活動概況

［３］事業活動に係る環境
配慮の計画

（告示第２の３）

［１］基本的項目
BI‐４環境報告の概要
（BI‐４‐２事業活動における環境配慮の取組に関する
目標、計画及び実績等の総括）

２ 環境配慮の計画と実績の要約
７ ２０１１年度環境に配慮した活動

の評価

［４］事業活動に係る環境
配慮の取組の体制等

（告示第２の４）

［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐１環境マネジメントの状況
（MP‐１‐２環境マネジメントシステムの状況）

３ 環境マネジメントシステム
・組織体制
・環境配慮の取組の経緯

［５］事業活動に係る環境
配慮の取組の状況等

（告示第２の５）

［３］事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた
取組の状況

OP‐１総エネルギー投入量及びその低減対策
OP‐２総物質投入量及びその低減対策
OP‐３水資源投入量及びその低減対策
OP‐４事業エリア内で循環的利用を行っている物質量

等
OP‐５総製品生産量又は総商品販売量
OP‐６温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP‐７大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減

対策
OP‐８化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP‐９廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその

低減対策
OP‐１０総排水量等及びその低減対策
［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐６グリーン購入・調達の状況
MP‐８環境に配慮した輸送に関する状況

５ 環境負荷及びその低減に向け
た取組の状況

・環境影響の全体像
・環境負荷の状況
・環境負荷の低減に向けた取組
の状況

［６］製品・サービス等に
係る環境配慮の情報

（告示第２の６）

［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐１２環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
［３］事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた

取組の状況
OP‐５総製品生産量又は総商品販売量

４ 環境の保全に関する教育研究
活動
�環境配慮の計画と実績の要約
の中の環境教育活動、環境研究
活動、国際連携活動、産学官連
携活動、地域連携活動のうち特
色のあるものを抜粋して記載。

［７］その他
（告示第２の７）

［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐２環境に関する規制の遵守状況
MP‐１０環境コミュニケーションの状況

６ 学生の自主活動
８ 長崎大学地球温暖化対策に関

する実施計画の取組結果
９ 長崎大学生活協同組合との連

携
事業者の創意工夫により充
実が望まれる項目

［１］基本的項目
BI‐４環境報告の概要
BI‐５事業活動のマテリアルバランス
［２］環境マネジメント等の環境経営に関する状況
MP‐３環境会計情報
MP‐４環境に配慮した投融資の状況
MP‐５サプライチェーンマネジメント等の状況
MP‐７環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状

況
MP‐９生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用

の状況
MP‐１１環境に関する社会貢献活動の状況
［４］環境配慮と経営との関連状況
［５］社会的取組の状況
［６］評価

１０ 第三者評価意見

環
境
報
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
と
の
対
照
表

環境報告ガイドライン等との対照表
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